
2021

　

口
之
津
校
＝
９
月
19
日（
土
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

国
立
唐
津
海
上
技
術
学
校

　

☎
０
９
５
５─

72─

８
２
６
８

　

 

国
立
口
之
津
海
上
技
術
学
校

　

☎
０
９
５
７─

86─

２
１
５
１

サ
マ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
２
０
０
９

●
日
時
＝
８
月
30
日
（
日
）　

13
時
30
分
〜

●
入
場
料
＝
無
料

※
整
理
券
が
必
要

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
文
化
会
館
指
定
管
理
者

　

㈱
Ｍ
Ｂ
Ｃ
サ
ン
ス
テ
ー
ジ

　

☎
０
９
９
４─

44─

５
１
１
５

業
員
ご
と
上
限
５
，
０
０
０

円
）
を
加
入
後
４
か
月
目
か

ら
１
年
間
助
成
し
ま
す
。

○
掛
金
は
全
額
非
課
税
＝
掛
金

は
法
人
企
業
の
場
合
は
損

金
、
個
人
企
業
の
場
合
は
必

要
経
費
と
な
り
ま
す
。
事
務

手
数
料
・
管
理
費
等
は
一
切

不
要
で
す
。

○
管
理
が
簡
単
＝
従
業
員
ご
と

の
納
付
状
況
等
を
事
業
主
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
適
格
退
職
年
金
制
度
か
ら
の

移
行
＝
適
格
退
職
年
金
制
度

か
ら
中
退
共
制
度
に
移
行
で

き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

市
中
小
企
業
勤
労
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４─

40─

９
９
３
１

国
立
海
上
技
術
学
校
で
体

験
入
学
を
実
施

　

国
立
海
上
技
術
学
校
と
は
、

船
舶
運
航
技
術
者
の
育
成
を
目

的
に
、
海
と
船
を
フ
ィ
ー
ル
ド

に
学
ぶ
学
校
で
す
。

　

各
学
校
ご
と
に
体
験
入
学
を

実
施
し
ま
す
。
資
料
請
求
方
法

な
ど
詳
し
く
は
、
各
学
校
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
体
験
入
学
日
程

　

唐
津
校
＝
10
月
17
日
（
土
）

文
化
会
館
の
催
し

市
立
図
書
館

☎
０
９
９
４
─43
─９
３
８
０

寂
し
い
写
楽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
江
佐
真
理
著

薄
暮　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

篠
田
節
子
著

生
き
て
ゆ
く
力　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
尾
登
美
子
著

植
物
図
鑑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
川
浩
著

さ
つ
ま
人
国
誌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桐
野
作
人
著

い
の
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ　
　
　
　
　
　

日
野
原
重
明
著

の
ぶ
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
！　
　
　
　
　
　

辻
井
い
つ
子
著

実
物
大
恐
竜
図
鑑　
　
　

デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ベ
ン
ゲ
ル
著

三
国
志
武
将
大
百
科　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
義
浩
監
修

ル
ル
と
ラ
ラ
の
い
ち
ご
の
デ
ザ
ー
トあ

ん
び
る
や
す
こ
作

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
吾
平
振
興
会
館
図
書
室

☎
０
９
９
４
─58
─６
０
３
６

最
後
の
パ
レ
ー
ド　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
克
著

女
も
、
不
況
？　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

酒
井
順
子
著

あ
し
た
吹
く
風　
　
　
　
　
　
　
　

あ
さ
の
あ
つ
こ
著

ウ
ケ
る
技
術　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
敬
也
著

蒸
発　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夏
樹
静
子
著

伝
説
の
迷
路　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
元
太
郎
作

き
に
な
る
と
も
だ
ち　
　
　
　
　
　
　

内
田
麟
太
郎
作

い
い
か
ら
い
い
か
ら
３　
　
　
　
　
　

長
谷
川
義
史
作

輝
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
図
書
室

☎
０
９
９
─４
８
６
─０
５
０
５

必
要
な
も
の
が
ス
グ
に
！
と
り
出
せ
る
整
理
術池

田
暁
子
著

残
り
97
％
の
脳
の
使
い
方　
　
　
　
　

苫
米
地
英
人
著

な
ぜ
男
と
女
は
４
年
で
嫌
に
な
る
の
か　

姫
野
友
美
著

ク
ル
マ
は
家
電
量
販
店
で
買
え
！　
　
　

吉
本
佳
生
著

京
大
芸
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
広
文
著

日
本
語
の
作
法　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
山
滋
比
古
著

人
間
関
係
で
「
キ
レ
そ
う
！
」
に
な
っ
た
ら
読
む
本

斎
藤
茂
太
著

く
じ
ら
ぐ
も
か
ら
チ
ッ
ク
タ
ッ
ク
ま
で　

石
川
文
子
作

串
良
公
民
館
図
書
室

☎
０
９
９
４
─63
─２
６
２
３

成
功
と
失
敗
の
法
則　
　
　
　
　
　
　
　

稲
盛
和
夫
著

か
ら
だ
に
お
い
し
い
野
菜
の
便
利
帳　

板
木
利
隆
監
修

Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｏ
キ
レ
イ
の
魔
法　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｏ
著

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
13　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
野
圭
吾
著

ぼ
く
は
小
さ
な
灰
に
な
っ
て
…
。　
　
　

御
床
博
実
著

新
ウ
ォ
ー
リ
ー
を
さ
が
せ
!

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ハ
ン
ド
フ
ォ
ー
ド
作

ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の
学
級
日
誌　

さ
く
ら
も
も
こ
作

か
ば
ん
う
り
の
ガ
ラ
ゴ　
　
　
　
　
　
　

島
田
ゆ
か
作

モ
ン
ス
タ
ー
ズ
・
イ
ン
ク　
　
　
　
　
　

森
は
る
な
著

新
刊
図
書
の
案
内

新
刊
図
書
の
案
内

【問い合わせ】　市生活環境課　☎ 0994-31-1115

情報掲示板

企
業
に
よ
る
障
害
者
雇
用
体

験
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

　

障
害
者
の
雇
用
経
験
の
な
い

事
業
所
が
、
短
期
の
雇
用
体
験

を
行
い
、
お
互
い
の
不
安
や
問

題
点
を
解
消
し
、
障
害
者
の
雇

用
の
機
会
を
拡
大
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、事
業
所
に
奨
励
金
、

障
害
者
に
手
当
及
び
保
険
料
が

支
払
わ
れ
ま
す
。

●
体
験
期
間
＝
最
長
２
週
間

●
対
象
と
な
る
事
業
所
＝
障
害

者
の
雇
用
に
関
心
が
あ
り
、

雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る

こ
と

●
対
象
と
な
る
障
害
者
＝
65
歳

未
満
の
身
体
・
知
的
・
精
神

障
害
者

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

お
お
す
み
障
害
者
就
業
・
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４─

35─

０
８
１
１

退
職
金
は
国
の
制
度
を
利

用
し
ま
し
ょ
う

　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

（
中
退
共
制
度
）
は
、
中
小
企

業
で
働
く
従
業
員
の
た
め
の
外

部
積
立
型
の
国
の
退
職
金
制
度

で
す
。

○
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
＝

　

新
し
く
加
入
す
る
事
業
主
に

掛
金
月
額
の
２
分
の
１
（
従

木
造
住
宅
耐
震
診
断
の
費

用
を
一
部
補
助
し
ま
す

　

県
建
築
協
会
で
は
、
木
造
住

宅
に
お
住
ま
い
の
人
で
耐
震
診

断
を
実
施
す
る
人
に
補
助
を
行

い
ま
す
。

●
対
象
住
宅
＝
次
の
全
て
を
満

た
す
住
宅

○
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
、
完
成
し
て
い
る

も
の

○
延
べ
面
積
の
過
半
部
分
が
住

宅
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

○
階
数
が
２
階
以
下
の
も
の

●
補
助
額
＝
３
０
，
０
０
０
円

●
補
助
戸
数
＝
県
内
で
30
戸

　
（
定
数
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
期
限
＝
12
月
28
日
（
月
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

 

鹿
児
島
県
建
築
協
会

　

☎
０
９
９─

２
２
４─

５
２
２
０

　市では、不法投棄に対して警察や県と連携を取り、不法投棄の撲滅を目指して、不法投棄
パトロールや監視カメラの設置など不法投棄防止対策を行っています。
　それにもかかわらず、ポイ捨てや不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損ない環
境の保全に影響を与えるだけでなく、市民生活にも悪影響を与えることになります。
　「誰も見ていないから」「どうせ１人ぐらい」ではなく、絶対に行わないようにしましょう。

　ごみ等の焼却により発生する煙や悪臭の苦情が増えています。ダイオキシが発生するほか、
火災の原因にもなります。処罰の対象になる場合がありますので、野外焼却は絶対にやめま
しょう。
　また、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却は、野外焼却（野焼き）
と同じです。絶対に行わないでください。
　特に、家庭で刈り取った草木類は、十分に乾燥させて、小さくしてから「燃やせるごみ袋」
に入れて、ごみステーションに出すか、串良町下小原の肝属地区清掃センターへ持ち込みま
しょう。

生活環境課からのお知らせ
ごみのポイ捨て・不法投棄は絶対にやめましょう

野外焼却（野焼き）は禁止されています

　豊かで美しい環境が保全され、きれいな町を未来の子供たちへ残すためにも、ごみのポイ捨て・不
法投棄はもちろん、適正なごみの分別や処分に努めるよう市民の皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。

ごみのポイ捨て・不法投棄、野外焼却（野焼き）を行
うと罰則が科せられます
　罰則内容　個人：５年以下の懲役、若しくは 1,000 万円以下の罰金
　　　　　　法人：1億円以下の罰金

お
知
ら
せ

KANOYA  CITY
PUBLIC  RELATIONSかのや


